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令和７年度第１回箱根町総合計画審議会及び 

まち・ひと・しごと創生有識者会議 会議録 

 

１．日 時 令和７年 11 月 21 日（金）午後２時～４時 

２．場 所 本庁舎４階 第１～３会議室 

３．出席者【委 員】  

水野委員、髙畠委員、岡野委員、西島委員、相良委員、出口

委員、久保内委員、田中委員、仁村委員 

【箱根町】 

企画観光部長、企画課長、企画課副課長兼企画係長、企画係

主査 

４．内 容 

 １ 企画観光部長あいさつ 

 

 ２ 議 題 

 （１）会長選出及び会長職務代理者の指名について 

（２）総合計画審議会委員及びまち・ひと・しごと創生有識者会議委員

の役割及び任期について 

 （３）会議の公開について 

 （４）第６次総合計画後期基本計画の進捗状況について 

 （５）第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況について 

 （６）次期総合計画の策定方針について 

 （７）その他 

 

  

企画課長 

 

 

 

企画観光部長 

 

 

 

 

 

それでは、令和７年度第１回目の箱根町総合計画審議会及

びまち・ひと・しごと創生有識者会議を始めさせていただき

ます。はじめに、企画観光部長からご挨拶申し上げます。 

 

皆さん、こんにちは。本日は、令和７年度第１回目の箱根

町総合計画審議会及びまち・ひと・しごと創生有識者会議に

出席いただきありがとうございます。また、皆さまには、新

たに総合計画審議委員及びまち・ひと・しごと創生有識者会

議委員をお引き受けいただき、併せて感謝申し上げます。 

本来ですと、町長から委嘱状をお渡しするのですが、本日、
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企画課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長は他の公務があり出席できませんので、卓上にて委嘱状

を配付させていただきます。町長からは、委員の皆さんによ

ろしくお願いしますと伝言を預かっておりますので、その旨

お伝えいたします。 

さて、本日から２年間、皆さんには委員をお願いするわけ

でございますが、今回の任期中は、現行計画の進捗確認のみ

ならず、次期の総合計画そして総合戦略の策定に関して取り

組んでいただくことになります。皆さま方からは多様なご意

見を賜りたいと思っておりますので、ご理解・ご協力のほど

何卒よろしくお願いいたします。 

 

さて、会議開催にあたりまして、今回から新たなメンバー

で始まりますことから、先に町側の職員を紹介させていただ

き、そのあと、委員の皆さんに一言、自己紹介をお願いした

いと考えております。 

それでは、町側の職員を紹介いたします。 

 

（町職員自己紹介） 

 

次に、委員の皆さん、よろしくお願いいたします。 

 

（委員自己紹介） 

 

本日、次期総合計画策定委託の事業者の株式会社さとゆめ

が同席しておりますので、ご承知おきください。 

団体等の推薦でご参加の方は、役割が変われば交代もあろ

うかと思いますが、基本的にはこのメンバーで、本日から２

年間の任期となりますので、よろしくお願いいたします。 

次に、資料の確認をさせていただきます。資料は、事前に

会議次第、「箱根町第６次総合計画」の冊子、資料として資料

１から資料 10 までを送付しております。また本日卓上にて

委員名簿を配付しておりますが、不足等ございませんでしょ

うか。 

この会議におきましては、皆さまの前にある音声認識シス

テムを使用します。 

お手数ですが発言の際は、右下のグレーのボタンを押す

と、マイクの先が赤く光りますので、その後に発言をお願い
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会長 

 

 

 

 

 

 

いたします。発言が終わりましたら、再度ボタンを押してい

ただきますようお願いいたします。 

議事の進行につきましては、資料２「箱根町総合計画審議

会規則」第４条第２項の規定および資料３「箱根町まち・ひ

と・しごと創生有識者会議規則」第４条第２項により、会長

（座長）が行うこととなっておりますが、会長（座長）選出

までの間、私が進行役を務めさせていただきます。 

それでは、議題に入らせていただきます。 

議題１「会長選出及び会長職務代理者の指名について」で

ございますが、はじめに「会長の選出について」を議題とい

たします。 

審議会規則第４条第１項で、「会長は、委員の互選によっ

て定める。」となっております。また有識者会議規則第４条

第１項で、同じく「座長は委員の互選により選出する」とな

っております。 

互選の方法などについて、発言をお願いします。 

 

無いようですので、事務局からご提案をさせていただいて

よろしいでしょうか。 

皆さま、初顔合わせの方もいらっしゃいますので、事務局

といたしましては、田中委員さんに会長（座長）をお願いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なしの発言あり） 

 

それでは、田中委員さんに会長をお願いしたいと思いま

す。 

田中会長にご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

改めまして田中でございます。これから２年間、皆さんか

ら色々とご意見を賜る機会が多くなります。どうぞよろしく

お願いいたします。箱根町というのは、自治体として、特に

町としては裕福な自治体だと思いますが、その一方で、様々

な問題や課題も抱えておりまして、ご存じの部分もあろうか

と思います。そうした中で、この審議会は、基本的に総合計

画という、これからの町の行方を決定づけるような計画の策
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企画課長 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

企画課副課長 

 

定、あるいは途中の進捗状況の評価などに関わるという、大

変重要な会議であると考えております。ここでの皆さんの議

論が町の育成に大きく関わってくる可能性があるというこ

とですが、ぜひ気を楽にして、お考えのことなど、忌憚なく

ご発言頂ければと思っております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

ありがとうございました。 

会長が選出されましたので、これからの議事進行につきま

しては、会長にお願いいたします。 

 

それでは議題１の２点目、会長職務代理の指名に入らせて

いただきます。 

会長職務代理につきましては、審議会規則第４条第３項及

び有識者会議規則第４条第３項に、会長（座長）が指名する

委員となっております。 

職務代理につきましては、小田原箱根商工会議所箱根支部

長である、西島委員にお願いしたいと思いますがいかがでし

ょうか。 

はい、異議なしのご発言をいただきましたので、よろしく

お願いしたいと思います。それでは、西島委員からご挨拶を

いただきたいと思います。 

 

先ほどご挨拶でも申し上げたとおり、本当に右も左も分か

りませんので、皆さんのご意見を伺いながら、また旅館の主

人という立場ですのでそういった立場からも、意見として申

し上げる機会があれば申し上げたいと思っております。よろ

しくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

続いて、議題２の、「総合計画審議会委員及びまち・ひと・

しごと創生有識者会議委員の役割及び任期について」に入ら

せていただきます。 

事務局から説明をお願いします。 

 

それでは資料１「箱根町附属機関設置条例」をお願いしま

す。第 1 条に記載がありますが、「総合計画審議会」と「箱
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会長 

 

 

 

 

企画課副課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根町まち・ひと・しごと創生有識者会議」は、地方自治法 138

条の４第３項に基づき、総合計画に関する審議を行う附属機

関また箱根町人口ビジョン及び総合戦略について調査審議

する附属機関となります。 

役割につきましては、資料２「箱根町総合計画審議会規則」

と資料３「箱根町まち・ひと・しごと創生有識者会議規則」

のそれぞれ第２条に記載のありますとおり、総合計画審議会

は、町長の諮問に対して総合計画の策定、その他その実施に

関し必要な調査及び審議を行うこと、また、有識者会議は、

総合戦略の策定、その他まち・ひと・しごと創生に関し必要

な調査及び審議を行うこととなっております。 

本日の会議では、主な議題としまして、現在進行しており

ます第６次総合計画の進捗管理、第２期総合戦略の進捗管理

について審議いただくこととなりますので、よろしくお願い

いたします。 

任期につきましては、それぞれ第３条第２項に規定のあり

ますとおり、２年となりますので、本日から令和９年 11 月

20 日までとなります。２年間よろしくお願いいたします。以

上です。 

 

ただいま、事務局から説明がありましたが、ご質問等があ

りましたらお願いします。 

特にないようですので、議題３に進めてまいります。「会

議の公開について」です。事務局から説明をお願いします。 

 

資料４「箱根町附属機関等の会議の公開に関する要綱」を

お願いいたします。第２条において、会議の公開に関する基

準が定められており、附属機関等の会議については、原則公

開とされており、本会議における審議内容につきましては、

第２条の１号２号の規定には該当しておりません。最終的な

公開非公開の判断は、第３条の規定のとおり、第２条の基準

に基づき、附属機関の長である会長が、会議に諮って決定す

ることとなりますが、事務局といたしましては、要綱に基づ

き、本日の会議より公開とすることでお願いしたいと考えて

おります。公開する方法は、町のホームページに公開するこ

とといたします。公開内容としては、出席者は実名で、名字

のみ○○委員といった形です。発言があった場合の発言者は
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企画課副課長 

 

 

 

 

役職名、会長であれば「会長」、委員の場合は特定せず、「委

員」といった形で記載したいと思います。ご理解とご協力を

お願いいたします。 

 

はい、ありがとうございます。本会議につきましては、要

綱に基づき原則公開ということで、本日は傍聴の方はいらっ

しゃいませんが、例えばマスコミや町民の方が傍聴されたい

という場合にはそれを認めるということです。それから会議

録の公開につきましては、今説明がありましたけれども、後

日ホームページで公開すること、皆さんの委員としてのお名

前は掲載されますけども、個々の発言については、お名前は

掲載されず、委員という形で記録されるということになりま

す。このような公開の方法につきまして、ご異議はありませ

んでしょうか。 

それでは、ご異議なしということで承りました。議題３は

以上となります。続いて議題４「第６次総合計画後期基本計

画の進捗状況について」です。こちらにつきましては事前に

資料がお手元に配付されているかと思います。 

資料５から８までと多いので、少し区切りながら説明して

いただいて、皆さんからご意見等をいただくという流れにし

たいと思います。最初に、現行計画である第６次総合計画の

数値目標に係る成果指標の達成状況を中心に見ていただき

ます。その次に、その数値等の実績を踏まえて、役場の各所

管の責任者である評価者が評価した各施策の評価結果につ

いて、また説明をしていただいてご意見をいただくという流

れにしたいと思います。大きく分けて、成果指標、言い換え

ますと目標値の達成状況についての説明と質疑、それから、

施策の評価結果についての説明と質疑、これをそれぞれ区切

って、15 分から 20 分程度で進めてまいりたいと思います。

それではまず成果指標の達成状況について、事務局から説明

をお願いいたします。 

 

それでは説明いたします。本日皆様にお願いすることは、

令和４年度から始まった第６次総合計画後期基本計画の進

行管理になります。施策ごとに設定した目標指標の毎年度の

達成状況の把握とともに、その結果を総合計画審議会に報告

し、その意見を聞いて翌年度からの施策の推進に活かすこと
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としております。総合的な検証を資料５、「令和６年度施策

別評価結果」として取りまとめましたので、この結果につい

て皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

それでは資料５をお願いいたします。こちらは第６次総合

計画後期基本計画の 36 施策について、令和６年度の進捗状

況を取りまとめたものになります。初めに評価内容である、

評価シートの見方について、16 ページをお願いいたします。

施策１のシートを用いて具体的に説明させていただきます。

「１施策の概要」は、総合計画で定めた内容の抜粋となりま

す。「２目標指標やその他成果などの状況と成果の分析」の

目標指標は、後期基本計画で定めた指標で、令和元年度実績

を基準値として、令和２年度から６年度の実績値と８年度の

目標値を記載しております。その下の「その他指標」は、目

標指標以外に施策の進捗を判断する上で参考となるような

数値を記載しております。資料５では、実際の実績値しか表

記しておりませんけれども、別冊の資料６ではその数値目標

に対してどのような取組みを行ってきたのか、またその取組

みにおける課題、残りの期間でどのような取組みを行ってい

くのか、またその取組みは総合計画で掲げる施策にどのよう

な効果があったかなどをそれぞれ担当課で記載してありま

す。また、資料７につきましては、総合計画の中で、施策ご

とに施策の展開として位置づけられている項目について、こ

ちらも担当課に進捗状況や課題等を確認したものになりま

す。後ほどご覧ください。資料５にお戻りいただき、17 ペー

ジの「３施策の構成する実施計画事業の評価」は、施策に関

連する令和６年度の実施事業で、進捗事業の進捗度は、実施

事業で定めた内容と比べた実施状況を「計画通り実施でき

た」、「概ね計画どおり実施できた」、「計画の半分程度実施で

きた」、「計画通り実施できなかった」の４段階で示すほか、

今後の方向性についても、「計画通り実施」、「計画を変更し

実施」、「休止・廃止・事業完了」で示しております。事業内

容等の詳細については、資料８にまとめてあります。こちら

も参考にしていただければと思います。「４施策の指針進捗

状況」は、これまで説明しました目標指標や実施計画事業の

内容を踏まえまして、施策責任者である部長、施策１は福祉

部長になりますが、令和６年度の施策の進捗状況を「Ａ順調

に推移」、「Ｂ一定の進捗がある」、「Ｃ進捗は遅れている」、
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「Ｄ進捗は大幅に遅れている」の４段階で評価しており、右

側にその理由を記載しております。「５今後の方向性」につ

いては、施策の今後の方向性及び施策実現のために、現状の

事業構成で問題はないのか、という視点での評価になりま

す。こちらも施策責任者が、「①現状のまま継続する」、「②一

部見直し等の余地がある」、「③見直し等の余地は大きい」、

「④抜本的見直し等が必要」の４段階で示しており、右側に

はそれを選択した理由を記載しております。 

以上がこの評価書の基本構成で、原則として見開きの２ペ

ージで、一つの施策の評価をしており、36 施策分をまとめて

いるものです。それではその中の成果指標の達成状況につい

てご説明いたします。資料５の７ページになります。施策指

標は、各施策の達成に向けた進捗度を測る重要な指標となっ

ているものですが、第６次総合計画に位置づけられた 36 の

施策の中で、各施策に 94 項目の成果指標が設定されており

ます。目標に対しての達成状況の判断としましては、令和６

年度の数値が目標に達していれば「a」、達していないものの

計画策定時の実績値から一定の進捗が図られているものは

「b」、計画策定時の実績を下回ったものは「c」、また前回の

進捗状況確認から、達成状況の判断のつかないものは「d」と

いう区分を設けました。全体の数値ですが、図表３の通り、

「a 目標達成」の項目は、前年度から８項目増えて 36 項目、

全体で 38.3％となりました。そのため、「b 一定の進捗」が

１項目、「c 実績以下」が６項目減少しております。 

各項目についての一覧は、８ページから 10 ページになり

ます。ここには記載しておりませんが、令和５年度に c だっ

たものが令和６年度に b や a、b だったものが a といったよ

うに数値が上がった項目は 17、逆に a だったものが b や c、

b だったものが c といったように数値が下がった項目が４あ

りました。総合的に見ますと、目標に向かって進捗している

結果となっていますが、下がっている数値もありますので、

今後の施策の展開にあたり、しっかりと検証をする必要があ

るものです。 

また目標値に対して乖離がある指標もありますので、残り

の期間での施策展開、また目標設定が適切だったのか等、次

期の計画に向けてもしっかり検証してまいります。 

数値に関して時間の関係上、すべて説明はできないのです
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が、少しピックアップしますと、上がった項目で分かりやす

いものは、10 ページの施策番号 30 の「年間入込客数」や「外

国人宿泊観光客数」は、コロナで落ち込んだインバウンドが

回復し、令和６年度で数値目標に達成となったものです。ま

た９ページ施策番号 13 の「文化財ボランティア数」につい

ては、コロナの影響で減っていた数値に対して、草刈等のイ

ベント回数を増やしたほか、募集方法を変更し、関連団体と

も連携することで、数値を上げております。 

また数値が下がっているものとして、８ページの施策番号

９「町民一人あたりの図書貸出冊数」は、資料６にも詳細な

記載がありますが、利用者のリクエストに応えるほか、選書

を強化するなど取り組みを行いましたが、人口減少、とりわ

け図書利用人口が減り続けており、数値が下がっておりま

す。担当課でも、残りの２年での達成に向け、新規利用者を

開拓すべく、魅力ある蔵書構成を目指して、取組みを強化し

ているところです。 

 

私から補足よろしいでしょうか。計画策定時に設定したも

のの、情勢等が変わったことから、現状達成は難しいといっ

たものもございますし、進捗が数字だけではなかなか判断し

づらいといった面もあるかと思います。ただこの数字が一つ

の成果の指標となりますので、委員さん個人として、また、

選出されたお立場からでも構いませんので、気になる項目

や、ここは力を入れたほうが良いのではないかとか、こうや

ったらもっと数値の目標に近づくのではないかといったよ

うな項目などがありましたら、忌憚のないご意見をお聞かせ

いただければと思います。 

 

事務局から、総合計画の位置づけや構成、計画期間につい

ても少し説明をお願いします。 

 

それでは資料を配付させていただきます。この資料は役場

の若い職員向けに、研修の資料として作成しているものです

ので、ご了承ください。 

総合計画ということで２ページ目になります。総合計画と

は、自治体における行政運営の最上位計画であり、住民全体

で共有する自治体の将来目標や、施策を示し、全ての住民や
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事業者、行政が行動するための基本的な指針となるものにな

っております。また、自治体の全ての事務事業はこの総合計

画に沿って行われるものとされております。箱根町は現在第

６次総合計画を実施中ですが、この第６次総合計画は 10 年

間で策定しており、基本構想が 10 年間、基本構想を受けた

５年間の基本計画、そして３年間の実施計画を合わせて総合

計画として実施しております。そして、８ページ下の段にな

りますが、第６次総合計画につきましては、町の将来像を「や

すらぎとおもてなしのあふれる町―箱根」としております。

そして９ページにあるとおり、基本目標を６つ設けておりま

す。基本目標の下に、例えば基本目標１であれば施策が７つ、

さらに次の 10 ページになりますが、例えば「施策１健康づ

くりの推進」については、現状と課題、今後の取組み方針、

施策の展開、目標とする指標というものが示されておりま

す。12 ページ上段をご覧ください。総合計画は計画を策定し

て終わりということではなく、委員さんにも検証いただき、

見直しや改善をしながら進めていくというＰＤＣＡサイク

ルを活用して、計画の推進を図っております。 

13 ページをご覧ください。続いて総合戦略です。総合戦略

については、14 ページの上段の通り、2014 年に制定された

まち・ひと・しごと創生法に基づき、策定が推進されており

ます。町もこれを受けて地方版総合戦略を策定したところで

す。総合戦略は、急速な少子高齢化に対応し、人口減少に歯

止めをかけることを目的として、まち・ひと・しごとの３つ

の視点から地域活性化を目指す内容となっております。次に

15 ページ下段の総合計画と総合戦略の違いということです

が、16 ページへお進みください。総合計画は先ほどご説明し

た通りまちづくりの全体像を示すものであるのに対し、総合

戦略は人口減少克服・地方創生に特化したものとなっており

ます。ただし、総合計画と総合戦略を一体的に策定すること

で施策の一貫性を高め、行政運営の効率化を図ることができ

るとされており、箱根町では、第６次総合計画後期基本計画

策定時に、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略を一体的

に策定することで、より効率的かつ効果的なまちづくりを行

うこととしました。次期総合計画も、そのような形で策定し

たいと考えております。以上です。 
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はい、ありがとうございます。色々ありましてなかなか頭

に入らないところかと思いますけれども、よろしいでしょう

か。全体像を完全に理解することは難しいかと思いますの

で、ご自身が関心のある分野を中心にご覧いただき、実際に

役場が行っていることをご存じであればそれについてご意

見をいただき、あるいは数値について、実績値を見ていただ

いて、なぜこのような目標値を設定しているのか、あるいは

なぜ達成出来ていないのか、あるいは、記載はないが、この

分野ではこういうことが必要ではないか、そういうご意見も

含めて、自由にご発言頂ければと思います。 

はい、お願いします。 

 

施策 21、56 ページをご覧いただいてよろしいでしょうか。

基本目標は「誰もが住みたくなる、より良い生活環境のまち

づくり」とありまして、取組方針についても、「公共交通機関

の利便性」、「特に町民の生活と観光客の移動手段の確保」と

ありますが、目標指標がパークアンドサイクルの年間利用件

数となっており、観光客中心の考え方になっているのではな

いかと思います。自治会で実際に問題になっているのは、高

齢者の方が病院に行くのに、バスに乗れない、乗れたとして

も座れない、ということです。優先席にも、外国人がそのこ

とが分からなくて座っている、それが大きな問題になってい

るのですが、別冊の資料を見ても、それについての文言はあ

りません。それで評価がＡになっており、利用しやすい公共

交通サービスの提供において、交通事業者と連携を取りなが

ら、利用者の利便性を確保できたという評価になっています

が、実態の認識はあるのでしょうか。そもそも、この項目に

入っていないのでしょうか。 

 

この計画では、観光客にはもちろんお越しいただきたいと

考えておりますが、一方で住民が不便を強いられてる部分に

ついて、盛り込まれていないというのはご指摘の通りかと思

います。そういったことをやらなくて良いのですかというこ

とに関しては、もちろんやっていかなくてはならないです

し、私も宮城野地域に在住しており、時には通勤でバスに乗

りますので、実際に委員さんがおっしゃるような場面も目に

しており、委員さんと思うところは同じです。現行の計画で
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は明確な位置づけはありませんが、だからと言って、取組み

を考えていないということではなくて、課題はしっかり認識

しておりますので、次期総合計画にはしっかり反映していか

なければならないと考えております。 

 

自治会では、社会福祉協議会や包括支援センターと共に、

福祉の面からコミュニティバスなどを出してもらえるよう

に検討を進めています。そういったことも織り込んで今後計

画策定を行なっていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

はい、ありがとうございます。委員がご指摘の資料５の 56

ページ、「３施策を構成する実施計画事業」に「仙石原交差点

周辺まちづくり事業（再掲）」とありますが、この実施計画事

業というのはこの施策に当てはまる事業が一つだけという

ことで、現行、該当事業が存在しないということなので、そ

れはやはり次期計画でご検討いただきいと思います。 

ほかの方はいかがでしょうか。どのような内容でも結構で

す。はい、お願いいたします。 

 

資料５の８ページの全公民館の年間利用者数ですが、令和

元年度の実績が 25,120 で、目標が 15,000 と令和元年度の実

績値よりも小さいのはどうしてなのでしょうか。 

 

令和元年度の実績から目標値を設定しておりますが、ご存

じのとおり、令和２年度からは新型コロナウイルス感染症の

影響により、外出も憚られるような状況となっており、その

ような状況下で目標設定をしましたので、低くせざるを得な

かったかと推察します。 

 

そういう場合は、計画期間中であっても目標を上方修正す

るなどの対応が必要ですね。 

 

先ほどの全公民館の年間利用者数、という項目の下に、町

民１人当たりの図書貸出冊数というものがありますが、これ

は数値にする必要があるのかなと思います。というのは、町

民にとっての図書というのは、貸出しが目的ではなくて、図
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書施設を利用して、そこで本に触れるということが１番大事

ではないかと思うからです。貸出しする・しないではなくて、

そこに行って、若い人から高齢者まで、本に触れるというこ

とが大事なのではないでしょうか。そういう点で言うと、今

ある社会教育センターや、仙石原文化センターが主に図書を

蔵書していると思うのですが、町民に対してアピールが足り

ないと言いますか、地味な存在になっているような気がしま

す。ほかの市町に目を向けると、必要かどうかは分かりませ

んが、立派な文化施設があって、本を読みながらお茶を飲ん

だりできて、コミュニティの場にもなっている。箱根町は観

光で成り立っているという面もありますが、町民にとって憩

いの場になるような、身近な施設があったほうが良いと思い

ます。ただ独自に作るとなると何億もかかりますので、今あ

る施設をどうやったら、全町民にアピールできて、訪れやす

く、本に触れてもらえるようになるのか、そういったことを

もう少し積極的に考えてもらえたらと私は思っています。一

例を挙げると、大和市には規模が大きく、１日中いても飽き

ないような図書施設がありますし、小田原にも、駅の中にそ

ういった施設があって、そこへ行くと、開かれた場所で図書

に触れることができます。教養を高める一つの基礎にもなり

ますので、そういうものを参考にしながら、もう少し考えて

いただきたいなと思います。 

 

図書館の在り方も含めて少し考え直す必要があるという

ご意見でした。 

 

箱根町には図書館がありません。なぜ図書館がないのかと

疑問に思っています。 

 

委員さんがおっしゃるように、箱根町に町立図書館という

ものはないのが現状です。町のほぼ中央地域に位置している

社会教育センターが中央公民館的な役割で、そこに図書機

能、図書コーナーがあり、仙石原文化センターにもある程度

まとまった蔵書がありますが、読書機会の十分な提供という

レベルには至っていないと感じています。過去には度々図書

館の建設という要望もあったかと記憶していますが、なかな

か事情が許さず、実現には至っておりません。図書館はあり
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ませんが、社会教育センターから移動図書館きつつき号が定

期的に町内全域を回っていまして、こちらは幅広い年齢層の

方に利用されており、図書館の補完的な事業には長年取り組

んでおります。そうかといって、現状のままで良いとは決し

て思ってなくて、町立図書館が出来ないのであれば、民間の

宿泊施設で、例えば、ゆっくり本を読めるような空間を売り

にしている施設があるということは認識しており、官民連携

が様々な事業において進められている中、町がそういった施

設にお声掛けして、一部開放してもらうことも不可能ではな

いのかなと思っております。次期計画において、こういった

こともしっかり検討していけたらと考えております。 

現状、移動図書館での図書貸出しをメインで行っています

ので、何冊ぐらい借りてもらえているのかということを指標

にするしかないのかなというところで、現行計画において

は、図書の貸出冊数というものを一つの指標として掲げてい

るという経緯があると思っています。 

 

ほかに、いかがでしょうか。 

 

８ページの施策番号２で、「乳幼児健康診査受診率」があ

りますが、実績が 100％を超えているのはどうしてですか。 

 

これは、前年度に受けるべきだった方が、その年度に受診

できず、翌年度に受けるということがまれにあるためです。 

 

分かりました、ありがとうございます。続いてよろしいで

しょうか。９ページの施策番号 22 で「ごみの焼却処理量」

がありますね。令和元年度が 13,956 トンで、その後令和４

年度にはすごく減っていますね。おそらくごみ処理焼却量を

減らすことを目指しているので減っているのは良いことか

と思うのですが、令和８年度の目標値が 13,100 トンで、令

和６年度実績もそれを下回っているので良いのですが、傾向

的には令和４年度以降増加しているので、数値上は目標達成

しているものの、減らすという目標は達成できていないよう

な気がするのですが、その辺りはどうお考えでしょうか。 

 

後期計画当初の頃はコロナの影響で軽く目標値を達成し
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てしまったということですよね。その後も少し戻ったもの

の、その傾向が残り、目標値を下回っているということかと

思います。目標値の妥当性も含めて、事務局いかがでしょう

か。 

 

委員のご指摘については、この数字の推移を見ると、疑問

に思われるところであろうと思います。先ほどもご説明しま

したが、コロナ禍によってそう設定せざるを得なかったとい

うこともあるかと思います。ごみについては、観光客数と比

例的に連動すると考えており、推計をする際にそのような見

立てを行ったものと推察します。一貫してごみを減らしてい

こうという考え方の根底は変わりませんが、設定当時の社会

情勢などを踏まえて設定したものが、後から見るとどうなん

だろうというようなご指摘も受けてしまうということだと

思います。明確にお答えできず、申し訳ありません。 

 

ありがとうございます。数字だけで判断するのは難しいと

感じたところです。 

 

ほかにいかがでしょうか。よろしければ、時間の都合もあ

りますし、次の施策評価についての説明をしていただき、ま

たご意見をいただければと思います。事務局お願いします。 

 

各施策の評価結果をご説明する前に、私のほうから少しお

話しさせていただきたいと思います。 

令和４年度から始まりました、第６次総合計画後期基本計

画については、今回進捗確認をお願いしました令和６年度を

もって、３年が経過いたしました。総合計画に位置付けられ

ております各種施策等に対しての実績や評価については、皆

さんに配付しております資料の通りとなりますが、私から

は、３年間の取組みにおける全体的な評価について、お話し

させていただきます。結論から申し上げますと、課題は全て

解決、というところまでは至っておりませんが、計画に掲げ

る大きな目標であります、ブランド力の強化、持続可能なま

ちづくり、といったことに対してこの３年間の取組みは全般

的に進捗が図られていると評価しています。理由としては大

きく２つあると思っておりまして、まず１点目は、地域コミ
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ュニティや子育て支援の充実といった町民第一のまちづく

り、ということです。地域コミュニティや子育て支援につい

ては担い手の発掘や育成、様々な交流機会の創出などを通じ

て地域の活性化や、様々な人が頼り合える子育て環境の構築

が進んできていると考えております。特に子育て支援につい

ては、担い手の登録などができる独自のアプリを提供しまし

た。子育て世帯だけではなく民間の事業者も巻き込みなが

ら、政府が提唱している「こどもまんなか」社会の実現に向

けて、町ぐるみで子育てしていこうという機運が高まりつつ

ある状況があると捉えています。また、右肩上がりで外国人

住民が増えているところですが、その方々に対する日本語教

室の開催といった支援も始めており、共生社会の実現に向け

た取組みという面でも一歩進められているのかなと思って

おります。さらに箱根町の中で長年の課題であります、買物

不便や医療機関問題については、民間事業者と連携のうえ、

各地域を巡回する移動スーパーが開始され、非常に好評を得

ております。温泉地域においては現在国道沿いに診療所の建

設も進んでいます。以上のように、町民の暮らし第一のまち

づくりに注力してまいりました。それが１点目。 

それから２点目としては、観光経済の話になりますが、観

光面では箱根ＤＭＯと連携し、多様な誘客宣伝に取り組んで

います。特に昨今インバウンドが急増していますが、それが

追い風になり、令和６年の入込観光客数は、実に６年ぶりに、

2,000 万人を超えている状況です。また町の歳入面になりま

すが、厳しい財政状況の中、ふるさと納税の強化策といたし

まして、寄附の入口であるポータルサイトの拡充や返礼品の

充実といった取組みに力を入れ、令和６年度には寄附額が 26

億円まで伸び、最大限の歳入の確保に努めております。さら

に、町民生活の支援では、全ての町民に対し１万円を配付す

る「箱エールクーポン」事業に取り組みましたし、観光振興

のための「箱いこクーポン」というものを実施し、コロナ禍

よって落ち込んだ地域経済の活性化の一助が図れたものと

思っております。簡単ではございますが、以上がこの３年間

に、着実に進捗が図られていると評価した項目の理由とその

成果となります。一方で、長年の課題であります湯本駅周辺

の交通渋滞につきましては、国や県への継続的な要望活動は

もとより、本日ご出席いただいている県西地域県政総合セン



R7①箱根町総合計画審議会/まち・ひと・しごと創生有識者会議 会議録 

 

 
17/31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画課副課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ターさんも交えながら、警察など県の関係機関と町の関係部

署で、合同の意見交換会なども積極的に行っておりますが、

なかなか解決には至らないということ、加えて時代の変化と

ともに新たな課題が発生しており、今はとにかく労働力不足

の深刻化への対応も行っていかなければならないといった

状況にあります。 

以上、申し上げましたとおり進んでいる取組みや評価がで

きるだろうと思われる部分がある一方で、まだ課題が解決に

は至らず、また新たな課題も出てきているということが、こ

の３年間の総括になります。こうした状況を踏まえながら、

現行計画の残り２年間をしっかり取り組み、現行計画の総仕

上げをしていかなければならないと考えているところでご

ざいます。私からは以上です。この後、個別の評価の結果に

ついて説明させますのでよろしくお願いします。 

 

それでは資料５に基づきまして施策別の評価結果につい

て説明いたします。６ページをお願いいたします。繰り返し

の説明になりますが、施策別評価結果については、総合計画

に位置づけられております 36 の施策ごとに、５ページに記

載しております施策評価者が、成果指標や施策を構成する事

業の進捗評価をもとに、施策の進捗状況を評価しておりま

す。また併せて今後の方向性についても評価を行っているも

のです。施策の進捗状況の評価区分につきましては、先ほど

も説明しましたが、ＡからＤの４段階で評価を行っておりま

す。令和６年度に関しましては、「Ａ順調に推移」と判断した

施策は４件、「Ｂ一定の進捗がある」施策が 31 件、「Ｃ進捗

が遅れている」と判断した施策は１件となっております。前

年度と比較しますと、Ａが５件から４件に１件減っておりま

す。評価が変わった施策は、74 ページの施策 30「多様な観

光資源を活用した誘客と受入態勢の整備」になります。評価

者は企画観光部長ですが、数値目標は軒並み達成しているも

のの、案内看板や標識などでの外国語表記、また森林セラピ

ーの取組みについてさらに強化する必要があり、また、観光

産業での人材不足がさらに顕在化しており、課題が見られる

といった点で評価がＡからＢになっております。時間の都合

上全ての施策の説明はできませんので、その他につきまして

は、各ページでご確認頂ければと思います。以前の審議会に
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おいて、各評価者の判断基準等へのご意見をいただきまし

た。その内容につきましては、各評価者が出席する庁内の策

定本部会議において共有し、評価にばらつきがないよう、情

報共有を図っております。今後につきましても、令和８年度

に設定した目標値達成のため、各事業効果的に進めるととも

に、事業の進捗を図っていきますが、委員の皆さんには、現

状の進捗評価等についてのご意見を頂ければと思います。 

 

補足になりますが、担当から説明がありました通り、この

評価については庁舎内の各部長級職員が行っております。事

業の内容を理解している内部の職員がまずは評価をすると

いうのは当然ですけれども、今回委員の皆さんには、外から

客観的にご意見いただきたいという旨を冒頭にも申し上げ

ました。このことは職員が自分たちで評価する以上に重要だ

と認識しております。本来であれば全評価者がこの場に出席

し、皆さんと議論ができれば良いのですが、それは難しいの

でその代わりにこの審議会で頂く意見についてはしっかり

受け止め、内部の策定本部会議においてしっかり共有してい

きたいと思っております。ぜひ忌憚のないご意見を賜ります

よう、よろしくお願いいたします。 

 

施策の評価結果を中心に説明いただきました。先ほどの成

果指標の達成状況も含めて、ご質問・ご意見、自由に頂けれ

ばと思います。資料としては、資料５からは８までが対象に

なります。 

少し私からよろしいですか。資料５の 30～31 ページ、施

策８「学校教育の充実」という、学校教育そのものについて

の施策ですが、30 ページの下に目標指標などが並んでいて、

１番目が行事への参加率、２番目が読書量 30 分以上の割合、

３番目が自尊感情、４番目が英語検定受験料の補助人数とな

っており、学校教育の充実という施策の割には、教育そのも

のに直結するものが少ない印象です。強いて言うと、読書量

ぐらいでしょうか。教育として何を目指しているのかという

ことが見えづらいなと思います。これは現行計画がそのよう

な体系になっている。一方で、各学校で、様々な教育をされ

ているはずですが、それが成果として、評価できるような目

標体系になっていないと思うのですがいかがでしょうか。 
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現行計画におけるこの目標指標の設定では、会長がおっし

ゃる通り、学校教育に直結するものはないかもしれません

が、教育委員会の中では、生涯学習的な部分も含めて教育と

言っている面もあると思います。箱根町では箱根教育という

ものを推進しており、この 31 ページ下段の「今後の方向性」

の右の欄に記載がありますが、箱根町教育振興基本計画とい

うのがあり、地域教育・学力・心の教育・体力づくり、これ

らに沿った教育を、箱根教育としております。教育振興基本

計画の中で掲げているのであれば、総合計画のこの指標につ

いても、それと連動するような指標があってしかるべきかな

と思いますので、次期計画に反映していかなくてはならない

と考えております。 

 

少なくとも箱根では、どのような教育に力を入れていて、

その成果はどういったものなのかということが、数値ではな

くても良いのですが、把握できるようなものは欲しいなと思

います。 

皆さん、そのほかいかがでしょうか。委員は、最近箱根に

移住されたということですが、よろしければ、どういうポイ

ントで箱根を選んだのか、または移住して間もないと思いま

すが、気になることや逆にいいなと思ったことなどがありま

したら、ご紹介頂けますか。 

 

夏に秦野からこちらに引っ越してきましたが、３年前から

湯本の宿で清掃業務をしていていました。今年３年目です

が、昨今オーバーツーリズムが目立ってきたということと、

外国人観光客の増加によるごみの問題、外国人労働者の増加

による共生社会の問題など、色々な課題が浮き彫りになって

きたと感じています。東京や京都での外国人のマナーの悪さ

などをＳＮＳではよく目にします。箱根ももう他人事ではな

いかなと思っています。子育てに関して力を入れているので

あれば、防犯など安全性の向上も必要だと思いますし、私の

近所にはご高齢の方がたくさんいらっしゃいますが、職を失

って生きがいが欲しいというような声を聞きます。一つ一つ

ばらばらの課題として捉えるのではなく、高齢者の活動と子

育ての安全性、あとは外国人との多文化交流、日本文化の理
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解を推進するという、それについても箱根の寄木細工への理

解など、別々ではなくつなげて、スムースに取り組めていけ

たら良いかなと感じました。 

 

良い意味でも悪い意味でも、住んでみたら想像と違ってい

た、ということは何かありますか。 

 

秦野に住んでいたので、箱根はわりと身近な存在でした。

以前は和歌山県への移住も考えていましたが、その場合は生

活するのに必ず車が必要になるということもあり、これから

車を購入するよりも、箱根はもともと働いていた場所です

し、自然環境がとても好きなので、和歌山県は断念して、箱

根に決めました。やはり住んでみると、交通の便は悪くはな

いのですが、買い物をする場所が少ないとは思いましたが、

既に私が感じたことは行政で取り組んでいるとのことです

ので、このまま順調に進んでほしいという部分と、これまで

は見えなかった問題があります。ごみの問題ですとか、自然

環境への関心です。私は虫が好きでよく写真を撮ったり触っ

たりするのですが、お孫さんがいるホテルの高齢の男性スタ

ッフと、最近の子どもはそういうことができないよねという

話をしました。箱根の自然豊かな環境を活用して、近くに地

球博もありますし、セミナーなど積極的な自然環境学習など

していただけたら嬉しいと思います。 

 

はい、ありがとうございます。箱根も移住者を増やそうと

いう努力はしているのですが、なかなか難しい面があり、委

員のご意見は参考になるかと思います。 

あと、現行の計画では、インバウンドを増やそうという方

向性がすごく強いですが、委員がおっしゃったように、今の

局面では、インバウンドの弊害のようなものが現れつつある

かと思います。インバウンドが今後どうなるかは分かりませ

んが、様々な局面で同じインバウンドでも町の対応の在り方

は変わると思います。それについても考えていただければと

思います。ほかにはいかがでしょうか。 

 

これを見てみると、町の取組みとしては非常に多種多様で

素晴らしいと思います。先日、湯本小学校が完成して見に行
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きましたが、非常に素晴らしい校舎になったと思います。た

だ、児童数が徐々に減ってきている。この先もどうなるか分

からないという状況で、次は仙石原小学校が新しくなると聞

いています。それもどういう施設になるか分かりませんが、

建物はあるのに児童がいなくなるというのは非常に良くな

いことなので、今後移住してくる方もいるかとは思います

が、いかに定住人口を増やすかということは非常に大事だと

思います。現状、湯本に住んでいる人は中学校ぐらいから、

小田原に行く人もいると聞いています。湯本小学校がきれい

になったことで、若干の歯止めにはなっていますが、そもそ

も人口減少の中で、どうやったら、児童が適正な人数で教育

を受けられるか。外国人の親御さんも含めて、これから色々

対策を取っていかなくてはならない。言語に関しても、分か

らない児童もいると思います。ほかの市町でもそういう問題

を抱えていると思いますが、箱根町も例外ではなく、そうい

うことは、今後取り組まなくてはいけないと思います。 

 

ありがとうございます。事務局から何かありますか。 

 

箱根町の人口は 10 年スパンで見ますと減少傾向であるこ

とは間違いないです。これは箱根町に限らず、全国で少子高

齢化は進んでおります。箱根町の直近５年を見てみると、人

口はだいたい 11,000 人弱で横ばいです。横ばいでいられる

のは、間違いなく、外国人住民の方が右肩上がりで増えてい

ることにあります。外国人住民の割合は、今では 12％を超え

ているぐらいだったと思います。人口維持できているのは、

そういった部分の影響が多分にあります。委員さんがおっし

ゃる通り、人口減少社会にあって、箱根町はここ５年、11,000

人を維持していますが、その大きな要因が外国人住民という

ことは明らかなので、現行の総合計画の中でも共生社会の推

進や多文化交流といったことはうたっておりますが、強く政

策として行っていく必要がある分野であると町としても捉

えているところです。 

 

これまで外国人を観光客として捉えてきたが、住民として

も捉えていく必要があるということですよね。 

ほかにいかがでしょうか。よろしければ、次の総合戦略に
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ついて説明をしていただいて、その上でまたこちらのご質問

やご意見を頂いても結構ですので、次に進めてよろしいでし

ょうか。 

はい、では議題５の「第２期まち・ひと・しごと創生総合

戦略の進捗状況について」事務局から説明をお願いします。 

 

資料９「まち・ひと・しごと創生総合戦略の施策別評価結

果」をご覧ください。 

１ページの「２戦略目標と施策」にあるとおり、本町の総

合戦略は、４つの戦略目標とその目的を達成するために取り

組む 22 の施策から成り立っております。まずは、その総合

戦略に掲げております数値目標の進捗状況について説明さ

せていただきます。総合戦略では、各戦略目標に対して、目

指す姿となる数値目標を掲げ、その目標を達成するための重

要業績評価指数、ＫＰＩを設定しております。 

２ページ、「３施策別の評価結果」をご覧ください。 

数値目標の進捗状況ですが、４つの戦略目標に対して２つ

ずつ、８つの目標を掲げておりますが、そのなかで、人口の

社会増減、いわゆる転入転出の増減、については令和５年度

に続き、令和６年度もプラスとなっており、現状で目標達成

となっております。また、入込観光客数については、コロナ

でいったん落ち込んだ観光客数がインバウンドを中心に順

調に回復してきており、目標達成となったほか、起業・創業

件数についても業種は様々ですが、起業支援等の施策も展開

していることから、目標値に近い数値で推移しており、こち

らも一定の進捗が見られております。しかしながら、合計特

殊出生率、年少人口の数値については、子育て支援施策を強

化しているものの、未だ減少傾向であり、歯止めがかからな

い状況が続いております。 

つぎに、３ページ下段からの重要業績評価指標の進捗状況

をご覧ください。この重要業績評価指標は、先に説明しまし

た数値目標の達成のために紐づく数値目標でございます。内

訳としまして、外国人宿泊観光客数、子育ての環境や支援へ

の満足度は、目標達成となったものです。また、買い物環境

に不便と感じる割合等については、今年度実施いたしました

アンケートを集計し、今後お示しさせていただきますが、町

としましても買い物対策として、マックスバリュ東海と連携
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し、移動スーパーを開始したほか、宮城野地域で生鮮品を中

心としたドラッグストア誘致の支援を進めており、今後も積

極的に取り組み、指標の改善を図ってまいりたいと考えてお

ります。次に、各事業の進捗については、５ページをご覧く

ださい。72 事業のうち、「順調にできている」ものが 36 事

業、「概ね実施できている」ものが 32 事業となった一方、「実

施に向けて検討している」ものは４事業減って４事業、「課

題等があり実施が困難」としたものが１からゼロとなってお

ります。これまでは、総合計画と内容が重複する点や職員の

負担軽減から、その年度の取組状況と進捗度のみを担当課に

調査していたものですが、今回の進捗確認からは次期総合戦

略の検討材料とするため、令和６年度の取組み、進捗度のほ

か、効果や課題についても調査項目を増やしたものです。そ

の中で、各課担当者が再度これまでの取組みや課題を見直し

た結果、評価がＡからＢに下がった事業が増えたものです。 

主な進捗状況の変化があった項目ですが、７ページから始

まります「戦略目標１箱根町への新しい人の流れをつくる」

の 12 ページの「５新たな拠点づくりの推進」では、前年度

のＣからＢになりました。これは、なかなか空き家や空き店

舗等を活用した拠点づくりが進まなかった中、仙石原の空き

店舗を利用したコミュニティスペースが新たに始まり、様々

なイベントを通じて、地域の方や子どもたちの居場所づくり

などにつながっています。また 13 ページの「３ふるさと納

税の拡充」では、新規ポータルサイトの拡充などにより、受

入体制を強化し、令和８年度で目標としていた数値を大きく

上回ることとなり、前年度のＢからＡになりました。また５

ページの表のとおり、「Ｃ実施に向けて検討している」項目

は前年度から４事業減ったものの、未だ４事業あります。主

なところでは、９ページ「６国際観光地箱根の玄関口にふさ

わしい賑わい・交流拠点の整備」では、旧箱根観光物産館等

跡地の利活用について地域住民や地域団体からの要請を受

け、当初予定していたスケジュールを見直し、協議会を設置

するなどして議論を深めているため、現状はそういった評価

となっているものであります。19 ページ「３（仮称）ファミ

リー・サポート・センター運営等事業」については、子育て

の担い手となるコンシェルジュの発掘育成を進めています

が、センターの設置の実現性については、未だ検討している
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段階です。20 ページ「２『えるぼし・プラチナえるぼし』認

定企業の増加」では、これまで企業に対してＰＲを行ったも

のの、認定企業がなく、担当課で今後の方向性を見直してい

るところでございます。 

以上、主だったものをピックアップし、ご説明いたしまし

た。基本的には、視点を変えている部分はありますが、町が

行う事業としては、総合計画と重複しますので、その点をご

理解いたうえでご意見を伺えればと思います。 

 

少し補足になりますが、担当からご説明しました総合戦略

につきましては、現在、地方が抱えています、人口減少や仕

事といった、重要な問題をピックアップして重点的に取り組

もうといったものになります。こちらの評価につきまして

は、各担当が行っておりまして、例えば、子育て支援ですと、

ほとんどの取組みについては順調に実施ができているとい

った評価をしているところですが、数字的に見ますと、出生

数や合計特殊出生率等は特段改善がされているわけではご

ざいません。未婚率が高い本町におきましてはなかなかこう

した目標数値を達成することが難しい状況ではございます

が、現在の取組みを都度見直しながら、少しでも成果が出る

ように進めていく必要があると感じているところです。この

点を踏まえまして、皆さんからご意見いただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。ただいまの説明は、資料９の総

合戦略についての進捗状況等の説明でした。これが今の議題

ではございますが、先ほどの総合計画につきましても、遡っ

てご意見やご質問を頂いても結構です。 

それでは、何かありましたらよろしくお願いいたします。 

 

初めて耳にする方もいらっしゃるかと思いますが、「まち・

ひと・しごと」という言葉を皆さん聞いたことがありますか。

違っていたら訂正してほしいのですが、言葉としては「まち・

ひと・しごと」ですが、ストーリーとしては順番が逆で、「し

ごと・ひと・まち」であると認識しています。というのは、

仕事を作りますと、そこに人がやってきて、人がやってくる

から町ができるということです。そのため、やはり大事なの
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は仕事であると考えております。先ほど、仙石原小学校を新

しくするというお話がありましたが、仙石原はホテルがたく

さんある場所で、外国人の方、ネパールの方が来られていま

すが、仕事があるから人が来て、それでまちができているの

かなと思います。そこで質問なのですが、資料９で、３ペー

ジの上から２行目の起業・創業件数とありますが、起業の内

容はどういったものなのか気になりました。分かれば教えて

ください。 

 

こちらは、税務課に税上の届出のある件数を確認して数値

化しているものです。飲食業等もありますが、箱根ではやは

り個人の方でも民泊等の宿泊業を行う方が多いと感じてい

ます。 

 

心配なのであえて言いますが、民泊は、そこに建物、家が

あればできるので、極端に言えば、外国にいても起業できて

しまいますよね。起業件数を目標数値にするのであれば、起

業の中身が大事になってくるかと思います。民泊でしたらネ

ット上で業務ができるので、箱根町にアパートさえあれば起

業出来てしまう。一方、宿泊者は１泊して騒いで帰ってしま

い、箱根のブランドが傷ついてしまうということもあるの

で、やはり、起業を目標に据えるのであれば、具体的な戦略、

戦術を持って、どのような企業に来てほしいのかという考え

がまずあったうえでの数値目標設定があってほしいなと思

いました。 

 

箱根町は民泊は禁止していないですか？ 

 

禁止はしていないです。ただ、制限はあります。 

 

今の委員のご指摘は、単に起業件数が増えれば良いという

ことではないだろうということで、中身も含めて評価するこ

とが重要であるということですね。 

ほかにはいかがでしょうか。 

 

こちらに引っ越しをするときに聞いた話ですが、ネパール

人の方が多く働くようになったということで、大家さんがネ
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パール人に困っているという話を聞きました。修復不可能な

くらい雑に物件を使われてしまうので貸したくないという

ことでした。これから外国人住民が増えていく中で、外国人

より日本人を優先したいという考え方も出てくるかと思い

ます。もっとリアルな声を聞くことが必要だと思いました。 

 

外国人の方を拒否するような、排他的なことはしてはいけ

ないことだと思います。それが共生社会ということになろう

かと思います。不動産屋さんの声というのは初めて聞きまし

たが、仙石原では、ネパール人のご家族の方、子育てされて

いる方が非常に多くいらっしゃって、子育てをフックに地域

に溶け込み、園や学校においても、ＰＴＡなどの役員をされ

ている方もいて、非常にうまくコミュニティが回っているよ

うな例が実際にはあります。家の使い方などの日本のマナー

などについては、お伝えして理解してもらうなど、問題につ

いてはできるだけ解決していきたいと思いますし、先ほど部

長が申し上げましたように、日本語教室といったようなこと

も行っておりますので、そうした機会を活用しながら、共生

を進めていくべきと思っております。 

 

役場の役割もあると思いますので、既に行っていることも

あるかと思いますが、十分ではない部分もあるでしょうか

ら、ぜひお願いしたいと思います。 

ほかにはいかがでしょうか。本日は目標の達成状況である

とか、施策の進捗状況の評価といった観点を中心に説明をし

ていただきましたが、計画全体についてのご意見・ご質問で

も結構です。今後、実際に皆さんには、次の計画をつくる作

業に関わっていただきますので、そういう観点で、ご意見・

ご質問をいただいても結構です。 

 

 まずこの２キロ近い資料をいただき、驚きました。箱根町

の職員はこんなに仕事しているのだと目の当たりにしたよ

うな気がして、頭が下がる思いでした。特に企画観光部の皆

さんは各部の出てくるものを全部まとめてこういう計画に

しているわけですから、本当に日頃からお世話になっており

ます。今後ともよろしくお願いします。 

拝見していて、個別のことは正直よく分からないと言いま
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すか、色々な見方があると思います。ただ、２つ気になった

ことがあり、一つは評価という部分で、もちろん内部評価は

絶対に必要で、計画にしても、戦略にしても、各部長さんが

それぞれの目標値や達成度に対してＡＢＣＤの評価を付け

る。これは当然必要なことだと思います。ただ外部評価も当

然必要だと思っていて、町が一つの会社だとすれば、部・課

長がよくやったねというだけで終わるのではなくて、受益者

の町民であるとか、あるいは観光事業者であるとか、そうい

った人たちからのよくやってくれたね、いやまだまだだね、

という、そういった評価を反映することが、この会議の意味

だと思っております。ただ正直、この書類をぽんと渡されて、

３日以内に全部読んで評価しろと、それは無理だと思いま

す。ですから外部評価については、もう少し評価の期間につ

いて、３年分まとめてではなく、１年や半年など期間を区切

り、委員にもそれぞれ得手不得手がありますので、この委員

さんにはこの部分について評価をお願いします、というよう

に予めお願いし、そのヒアリングを終えたうえでこの会議に

臨むなど、そういう形にしていかないと難しいのではないか

と思いました。町としては進めやすいのかもしれませんが、

きちんとやろうとするならば、そういったやり方が必要かな

と思いました。 

あと、横ぐしの部分の話になりますでしょうか、冒頭にお

話がありました、町民の方々が交通渋滞で非常に苦労されて

いるという話は、あちらこちらで耳にします。弊社の従業員

や、特に山の上の方にお勤めの従業員・役員の方、皆さん何

とかしてくれとおっしゃっています。ですからこれに関して

は、入込観光客数、宿泊客数のＫＰＩなどと矛盾する部分も

あると思いますが、各部署でこれとこれ両方実現するには本

当はもっと大きな話が必要だということになりますよね。道

路をつくらなくてはいけないのか、先ほどコミュニティバス

も話が出ましたが、そういったことを町でやらなくてはなら

ないのか、そういった横ぐしの部分、もっと次元の高い部分

のことをやるためにどうするかという議論は、今のやり方で

は出てこないかなという懸念があります。そこについての議

論は次の第７次ですか、その中で必要になってくるのではな

いかと思いました。 
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 はい、ありがとうございます。外部評価の在り方と現状縦

割りの政策体系になっているので、それをいかに横ぐしとい

うか、部門横断的な視点を入れるかというその２点について

のご意見でした。これは、このあとに次期総合計画の策定の

議題がありますが、ご説明いただけますか。 

 

委員さんからご意見がありました評価について、現在の総

合計画は、広範囲かつ細かい内容になっており、ある意味全

てのジャンルを網羅している計画になっておりますが、町に

は、例えばこども計画や福祉計画など、それぞれの計画があ

りますので、重複している部分もありますし、個別計画では、

専門の方が入っていますので、本来はそちらでしっかり議論

をしていただいてこちらに引き上げるようなやり方が良い

のかなと思っております。そういったことも含め、それぞれ

の個別計画とこの総合計画の役割分担ということを、次回は

しっかりとしたうえで、総合計画を作っていきたいと考えて

おります。 

 

次期計画の話題も出ましたので、次の議題に進んでもよろ

しいでしょうか。 

それでは議題６「次期総合計画の策定方針について」、説

明をお願いいたします。 

 

それでは「次期総合計画の策定方針について」、資料 10 に

なります。１ページをお願いいたします。策定の趣旨としま

しては、まずこれまでの経緯になりますが、現行計画である

第６次総合計画につきましては、平成 29 年度にスタートし、

その後、令和４年度からは新たな課題を位置づけて、後期基

本計画として運用し、また、第２期まち・ひと・しごと総合

戦略についても、総合計画と一体的なものとして策定し運用

しております。下の見出しの「新たな総合計画の策定」につ

いてですが、第６次総合計画については、令和８年度末をも

ってその計画期間が満了を迎えます。次の 10 年の町の将来

像の実現に向けた取組みを推進するため、令和７年度・８年

度に新たな総合計画を策定しようとするものです。 

２ページをお願いいたします。計画の位置づけとしまし

て、まず、策定の根拠についてですが、本町では、箱根町自
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治基本条例第６条に基づいて、総合的かつ計画的な行政運営

を図るなどの目的のため、引き続き総合計画を策定するもの

といたします。次に下段の「基本的な考え方」についてです。

総合計画は地方自治体の最上位計画であり、多くの施策を網

羅することが多く、そのため、内容が抽象的・総花的であり、

また形骸化しているのではないかといった指摘があること

を認識しており、実際に以前の総合審議会においてもそうい

った指摘がなされているところです。総合計画は、未来に視

点を置くことは当然ですが、これまでの町の課題の解決を具

現化するための取組みを、選択と集中により明らかにした戦

略的な内容とすることが重要だと考えておりますので、次期

計画では、定例的な取組みなどにつきましては、各課等で策

定している個別計画にある程度委ねていきたいと考えてお

ります。また、まちづくりは行政だけが行うものではなく、

町民や事業者など多くの関係者が一緒に考え行動していく

ものであるので、計画書をつくって終わりではなく、次のア

クションにつながるような、活用しやすい総合計画にしてい

く必要があると考えております。第３期総合戦略につきまし

ても、総合計画と目指す方向は共通のため、総合計画に包含

することで、より一体的な策定を行いたいと考えておりま

す。 

３ページをお願いいたします。計画の構成と計画期間につ

いてです。計画の構成につきましては、現行計画を踏まえて、

３層構造とする予定です。次に、計画期間につきましては、

現行計画終了後の令和９年度から令和 18年度までの 10年間

とし、基本計画の前期・後期、それぞれ５年間とするもので

す。 

４ページをお願いいたします。策定体制についてです。策

定体制につきましては、行政での策定本部会議、策定委員会、

庁内ワーキンググループ、そして町議会、審議会、そして町

民の皆さんと連携協力して策定してまいります。 

５ページをお願いいたします。町民の皆さんの参画手法に

ついてです。町民や関係団体、関係人口など、多くの方々の

声を丁寧に聞きながら計画に反映していくため、様々な手法

によりニーズなどを把握していくこととしています。町民ア

ンケートにつきましては町民の暮らしの現状や課題、町に対

する意識・期待を定量的に把握し、計画に反映させるもので、
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これについては既に実施済みですので、次回以降の会議で結

果を皆さんにお示しいたします。各種団体ヒアリングにつき

ましては、産業、教育、福祉、交通、観光など分野別の団体・

事業者における課題やニーズを把握し、計画に反映させるも

ので、既に約 20 団体からご意見を伺っております。ワーク

ショップにつきましては、参加対象を、将来を担う若者や子

育て世帯等に絞ったうえで、リアルな声の吸い上げと深掘り

を行い、施策に反映すると同時に、まちづくりに関わっても

らうきっかけをつくるため、実施を始めております。次にま

ちの声ボックスについては、より多くの町民・関係人口が関

わりやすくするため、日常的・継続的に意見やアイデアを集

める仕組みをつくってまいります。最後にパブリックコメン

トにつきましては、来年度、計画案ができましたら、パブリ

ックコメントとして、最終的に広く町民の方に意見を聴取い

たします。６ページの若手職員の参画については省略させて

いただき、最後に、策定スケジュールについて説明させてい

ただきます。 

７ページ・８ページをお願いいたします。上段が７年度、

下段が８年度になります。今年度の取組みとしまして、基礎

調査のほか、町民参画のアンケートやワークショップなどを

実施し、骨子案の作成を行う予定です。審議会の皆さんにつ

きましては、これから年度末に向かい、お忙しくなると思い

ますが、今年度は１月以降であと２回の審議会を予定してお

ります。８年度につきましても３回の審議会を予定してお

り、計画案の調整を行い、パブリックコメントを実施した後

に、審議会における審議の手続きを経て、案を確定し、議会

に議案として上程する予定となっております。簡単ですが、

説明は以上となります。 

 

担当から説明をさせていただきましたけれども、次期計画

策定に当たりましては、本日を含め今年度と来年度に合計６

回の審議会を予定しております。委員の皆さんの貴重なお時

間をいただきながら、よりよい計画策定に向けて進めていき

たいと考えております。また、次期総合計画につきましては

町民の方、そしてまた、職員にも分かりやすく、次の計画期

間の 10 年で何に力を入れていくべきかといったものを、明

確にしたメリハリのついた計画策定ということを考えてお
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ります。今回この場では、大きな方針についてのみの説明に

なりますが、次回の審議会においては、各種のデータやアン

ケート分析結果などをお示しさせていただく予定としてお

りますので。皆さんのご協力につきまして、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

はい、ありがとうございます。ただいまご説明がありまし

たように、来年度も含めてあと５回程度この場で集まってい

ただくということになるということです。説明内容につきま

してご意見・ご質問等ありましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。本日の議事の内容も含めまして、も

し何かご不明な点がありましたら、事務局に随時お問合せい

ただければと思います。 

それでは議題は全て終了しましたので、会議としましては

これで終了、閉会とさせていただきます。 

事務局にお返しします。 

 

本日は長時間にわたり熱心なご審議を賜り、ありがとうご

ざいました。 

いただいたご意見は次期計画に反映できるようにしてい

きたいと思っております。引き続き委員の皆さんのお力添え

をいただければと思います。ありがとうございました。 

 


